
   

１６ 

介護職員初任者研修受講料支援事業 
 

目的 

介護職員としての勤務経験がない方で、民間事業者が実施する介護職員初任者研修を修了

してから、市内の介護事業所等又はサービス付高齢者住宅に勤務する方に対し、受講料の一

部を補助することで、介護人材の掘り起こしを図ります。 

 

対象者 

市内在住者で、介護職員初任者研修修了後１２月以内に市内の介護事業所及びサ高住での

勤務が決定した方 

※市が主催する委託事業による介護職員初任者研修は除く 

※受講開始時に市内外を問わず、既に介護事業所等及びサ高住に勤務している方は除く 

 

補助内容 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

介護職員初任者研修受講費用 
対象経費の

1/2 

上限：5０,000 円 

※市やその他の関係機関を通じて、自立に向

けた支援を受けている方は 7 万円 

 

 

申込方法 

次の書類を飛騨市地域包括ケア課へ提出してください。 

必要書類 申込期間 

（１）交付申請書 

（２）住民票 

（３）受講料の領収証の写し 

（４）研修修了証の写し 

（５）市内介護事業所等及びサ高住に勤務が決定したことを証する書類 

（６）その他市長が認める書類 

随時 

 
【お問い合せ】  

〒509-4221 飛騨市古川町若宮二丁目１番６０号（ハートピア古川内） 

飛騨市役所 地域包括ケア課 地域医療係 電話 ０５７７－７３－６２３３ 


